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2006.7.27化管法懇談会ヒアリング資料 
 

化管法の見直し作業についての意見 
 

横浜国立大学大学院環境情報研究院 
助教授 亀屋隆志 

 
 
１．何よりも管理の改善の促進を推し進めるための仕組み作りに焦点を当てた見直しを！ 
 ・化管法の大きな目的は、①PRTRの実施と②管理の改善の促進である。PRTRは日本の社会にもか
なり定着してきたが、未届事業者や精度向上の課題が指摘されている。また今後は、国民社会的に
期待されている PRTR 情報を活用した化学物質の管理の改善の促進をどのように推し進めていく
かが重要であり、そのための仕組み作り（特に法令改正）に焦点を当てた議論が期待される。 

 ・PRTRについては、公平性の担保や精度向上のためには、行政による指導・監視の体制整備と強化
が不可欠と考える。また、国が行う推計においても、管理が必要な重要な排出源が見つかっており、
最新情報に基づく精度向上や改善効果の把握等が期待される。 

 ・事業者による自主的な管理の改善の促進については、開示されている個別データや自主的な公表内
容をみれば、一部の先進的な取り組み事例もあるものの、現状認識としては、まだ不十分あるいは
不透明であると言わざるを得ない。このため、事業者においては自主的取組の枠に留まることなく、
化学物質管理指針の趣旨を理解し、自らの「管理の実施の有無」や「管理の改善の効果」をチェッ
ク＆レビューして、国民の理解を増進できる（国民不安を低減できる）ような対策とその情報発信
の充実を目に見える形で行っていくことが必要と考える。 

 ・このため、何よりも管理の改善を具体的に促進することを念頭においた指標作りや仕組み作り（法
令改正を含む）が望まれる。 

 
２．この見直しの機会に、制度設計当初から残されたままになっている諸課題への具体的
な対応を！ 

 ・制度設計当初に残されたままになっている諸課題はこれまで再検討される機会がほとんどなかった。
特に、衆参両院の各委員会での附帯決議や、総務省の行政評価・監視結果の勧告などについては、
単なる行政見直しでなく、管理の改善の促進のための実効性ある見直しとして、施行後の経過も踏
まえた法令改正も視野に入れて十分に議論していただきたい。 

 ２－１ 地方公共団体との連携： PRTRの精度向上等に果たす地方公共団体の役割は現実として非
常に大きいことから、受付事務としての単なる経由ではなく、税申告と同様に、届出制度を指導・
監視する立場での裁量と責務を地方公共団体に付与することが望ましい。また特に、事業者におけ
る自主的取組を国や地方公共団体が支援・監視・指導して効果的な対策を展開するために、その果
たすべき役割と責任を明確にして法令化するなど、実効的な仕組み作りが必要。 

 ２－２ 物質選定： 法制定時に社会的話題であった内分泌攪乱物質以外にも、諸外国で対象とされ
ている温室効果ガス、大気汚染防止法の対象物質等、多環芳香族化合物、急性毒性物質など、国内
関連法との整合性（特に総量規制的な排出量把握の必要性など）を検討しつつ、最新の科学的知見
へのアップデートや国際的整合性の確保も合わせて見直し検討することが必要である。また、やみ
くもな物質数の追加は、化学物質を取扱う現場に混乱を招くばかりか、管理の効率向上を損なう原
因ともなり得る。このためには、有害性が強く特に優先的管理を望む物質とそれとは異なるレベル
の管理を望む物質とを区別するなど、実効性ある管理の改善の促進を誘導する物質選定の仕組み作
りが必要とも考える。 

 ２－３ 届出対象事業者の選定： 4 ヵ年分の届出・推計された情報から、排出量等の多い業種／少
ない業種や物質が明らかになっており、これらをもとに、優先的管理が求められる事業者等の種類
や範囲の見直しが可能と思われる。 

 ２－４ 集計結果の公表： 現行の開示請求では、開示自体にほとんど制限を受けておらず、誰もが
容易に情報入手可能であり、公表に近い形となっているが、その理解・活用のために大量の情報処
理技術が必要であるため、市民団体サイドからは、諸外国と同様に開示請求を必要とせず、検索・
集計・加工等の利用しやすい利便性の高い形での全面公表が強く要望されている。このため、開示
請求を必要とする理由やその効果などの再検討を行い、必要な法令改正や弾力的な運用を図るなど 
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により、相互の理解が増進されるための公表や説明が行われることが望まれる。また、諸外国にお
いてNGO団体等が行っている情報発信の内容を参考にしながら、国内の市民団体等における情報
処理能力や組織体制も考慮して、わが国で行政的に積極的に情報発信に果たすべき内容を検討し具
体化すべきであると考える。 

 ２－５ 制度の検証： 直接的な目的が異なる「届出の精度向上や公平性などに係わるPRTRの検証」
と「管理の改善の促進に係わる検証」があり、両者をバランスよくご議論いただきたい。前者では
行政（特に地方公共団体）における監視の権限・責務の追加、後者では事業者における情報公開を
徹底する仕組み（例えば、管理の改善の経緯に係る届出項目の追加、個別データのWeb公開など）
作りが重要と考える。 

 
３．排出量の大きい物質および毒性の強く懸念される物質の両方を優先的に削減すること
により、潜在的な悪影響の効果的な低減をはかる仕組み作りを！ 

 ・化学物質のリスクベース管理が提案される中、多くの対象物質についての詳細な毒性評価と曝露評
価に基づくリスク評価の作業が難しい現実がある。 

 ・このため、化管法の内容自体が排出量の管理だけに留まり、汎用性が高く大量に用いられているが
比較的毒性が弱い物質ばかりが注目されたり、逆に、毒性の強い物質が他の物質に埋もれて注目さ
れなくなるといった、非効率的な管理を引き起こしている。 

 ・もともと毒性評価および曝露評価において不確定な要素を含む化学物質について、管理の改善を効
率的に行おうとするには、「毒性が強く懸念されるもの」および「曝露の可能性がかなり大きいもの」
の両面から優先して検討することが望ましい。 

 ・このような大きな悪影響が懸念される物質については、毒性情報および暴露情報にある程度の不確
定性があるとしても、現状で得られる最大限の科学的知見に基づいて潜在的な悪影響を定量化して
捉えることは十分可能と考えられ、それらを相対比較したり、悪影響の程度が小さい物質への代替
検討なども可能になる。 

 ・利用可能な毒性情報としては、公的機関が示す化学物質安全性情報や GHS の有害性区分情報、物
質選定で用いられている「毒性クラス」などがすでにあり、それに対する量的情報としてPRTR情
報の活用が期待されるので、このような情報をできるだけわかりやすい形で活用する論理と仕組み
作りの検討が望まれる。 

 
４．目的の明確な新たな届出項目を追加して管理の改善の促進に生かす仕組み作りを！ 
 ・取扱量や算出方法、管理目標、排出削減の取り組み実績などを新たに届出項目へ追加する意見があ
る。これらはすでに化学物質管理指針に基づいて国民の理解の増進を図るために活用が望まれる情
報であるが、現実には不十分な状況と言える。 

 ・これらの項目は海外ではすでに届出されているが、届出がイコール公表とはなっているわけではな
い。一方、化管法では、審査によって認められた営業秘密（事実上ほとんど認められていない）以
外は簡単な請求によって開示される。 

 ・したがって、新たな届出項目を追加する際には、その目的を明らかにし、すなわち、管理の改善の
促進に役立つ目的を加えて、場合によっては届出と公表を同一視せず、それらの項目に国や地方自
治体の役割を加えるなどの新たな仕組みの中での、公表／非公表の検討も含めた議論が望まれる。 

  
５．業種(業界)における排出量等算出マニュアルや対策マニュアル等の充実・整備を！ 
 ・化管法での管理の改善の促進においては、規制によらない自主的取組の規律と実効性を高める手段
として、効果的な情報活用が期待される業種（業界）ごとの水平連携の強化が有効と考える。 

 ・例えば、届出数値の精度向上や、削減対策の促進の一環として、すでに行われている業界単位での
排出量等算出マニュアルや算出システムの整備等を発展させ、対策マニュアル等の整備へとつなげ
ていくことを通じて、緊密な組織的連携の下での自主的取組の進展を期待したい。 

 ・事業者の自主的取組の範囲である上記マニュアル等の整備は、国民的利益に直接的に帰着する重要
な対策であることから、国や地方公共団体の支援・協力・指導による早期の整備が望まれる。 
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は
、

本
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の
施
行
に
当
た
り
、

化
学
物
質
に
よ
る
環
境
等

へ
の
支
障
を
未
然
に
防
止
す
る
こ
と
の
重
要
性
を
十
分
認
識
し
、
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が
国
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け
る
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Ｒ
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Ｍ
Ｓ
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Ｓ
制
度
の
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大
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に
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に
つ
い
て
、
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切
な
措
置
を
議
す
べ
き
で
あ
る
。

一
　

事
業
者

の
自
主
的
取
組
み
を
促
進
す
る
た
め
、

地
方
公
共
団
体
と
の
連
携
強
化
に
よ
り
、

等
に
努
め
る
と
と
も
に
、

啓
発
　
広
報
活
動
を
積
極
的
に
進
め
る
こ
と
。

な
お
、

本
制
度
に
お
け
る
地
方
公
共
団
体

の
果
た
す
役
割
の
重
要
性
に
か
ん
が
み
、

地
方
公
共
団
体
と
の
連
携
の
あ
り
方
に
つ
い
て
も
引
き
続
き
検
討

を
進
め
る
こ
と
。

一
一　
対
象
物
資
の
政
令
指
定
に
当
た

っ
て
は
、

科
学
的
知
見
を
踏
ま
え
た
専
門
的
な
検
討
を
行
い
、

幅
広
く
関
係
者
か
ら
の
意
見
を
聴
取
す
る
機
会
を
設
け

る
と
と
も
に
、

国
際
的
整
合
性
の
確
保
に
十
分
留
意
す
る
こ
と
。

な
お
、

内
分
泌
幌
乱
物
質
、

い
わ
ゆ
る
環
境
ホ
ル
モ
ン
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
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人
の
健
康
及
び
生
態
系

へ
の
重
大
な
影
響
を
与
え
る
可
能
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に
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の
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踏
ま
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迅
速
か

つ
適
切
に
対
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す
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す
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情
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又
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れ
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る
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慮
す
る
と
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も
に
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イ
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ー
ネ

ッ
ト
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を
含
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た
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段
の
幅
広
い
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用
と
そ
の
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用
促
進
に
努
め
る
こ
と
。

ま
た
、

開
示
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に
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手
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、
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く
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な
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る
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。
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言
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に
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育
成
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格
か
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五
　
本
制
度
の
検
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に

つ
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は
、

運
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況
を
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案
し

つ
つ
、

対
処
す
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き
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に
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て
の
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を
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と
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に
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極
的
な
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を
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え
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度
の
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要
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善
に
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的
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取
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特
定
化
学
物
質
の
環
境

へ
の
排
出
量
の
把
握
等
及
び
管
理
の
改
善
の
促
進
に
関
す
る
法
律
業
に
対
す
る
附
帯
決
議

政
府
は
、

本
法
の
施
行
に
当
た
り
、

次
の
詰
点
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
議
じ
、

一
　

本
法
に
お
け
る
都
道
府
県
の
果
た
す
役
割
の
重
要
性
に
か
ん
が

み
、

都
道
府
県
と
の
連
携
を
強
化
し
、

届
出

・
受
付
事
務
が
円
滑
か

つ
的
確
に
行
わ
れ

る
よ
う
体
制
整
備
を
図
り
、

技
術
的
な
指
導
助
言
を
行
う
と
と
も
に
、

人
材
の
育
成
等
が
図
ら
れ
る
よ
う
支
援
す
る
こ
と
。

ヽ
一　
対
象
物
貰
の
選
定
に
当
た

っ
て
は
、

内
分
泌
視
乱
作
用
な
ど
化
学
物
賃
排
出
の
環
境

へ
の
影
響
を
未
然
に
防
止
す
る
と
い
う
衆
議
院
棒
正
の
趣
旨
を
十

分
に
踏
ま
え
る
と
と
も
に
、

広
く
関
係
者
か
ら
の
意
見
を
聴
取
す
る
機
会
を
設
け
る
な
ど
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
原
則
に
沿

っ
た
方
法
と
す
る
こ
と
。

〓
一　
化
学
物
質
排
出
の
環
境

へ
の
影
率
を
未
然
に
防
止
す
る
観
点
か
ら
、

排
出
量
等
を
適
切
に
把
握
で
き
る
よ
う
届
出
対
象
事
業
者
等
の
種
類
、

範
囲
を
定

め
る
こ
と
。

特
に
、

有
書
性
の
強
い
指
定
化
学
物
貿
に

つ
い
て
は
、

含
有
率
や
取
扱
量
の
下
限
を
小
さ
く
す
る
よ
う
配
慮
す
る
こ
と
。

非
点
源
か
ら
の
排
出
量
を
的
確
に
把
握
す
る
た
め
、

基
礎
と
な
る
資
料
に
つ
い
て
関
係
省
庁
、

事
業
者
団
体
等
の
積
極
的
な
協
力
を
求
め
る
と
と
も
に
、

移
動
体
の
種
類
ご
と
の
内
訳
が
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か
る
よ
う
に
推
計
量
を
筆
出
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。

ま
た
、

推
計
の
資
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、

推
計
式
な
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を
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府
県
に
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す
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と
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に
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開
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、
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方
公
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平
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十
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年

七

月

六

日

参
議
院
国
土
　
環
境
委
員
会

そ
の
運
用
に
遺
憾
な
き
を
期
す
べ
き
で
あ
る
。
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五
　
営
業
秘
者

の
審
査
に
当
た

っ
て
は
、

諸
外
国
の
実
状
を
勘
案
し
、

厳
格
か

つ
公
正
に
行
う
と
と
も
に
、

環
境
庁
長
官
又
は
都
道
府
県
の
説
明
要
求
に
対

し
て
は
、

事
業
を
所
管
す
る
主
務
大
臣
は
十
分
納
得
で
き
る
説
明
を
行
う
こ
と
。

一ハ
　
情
報
の
共
有
が
本
制
度
運
用
の
前
提
と
な
る
た
め
、

特
に
大
量
に
請
求
す
る
場
合
を
中
心
に
手
数
料
を
で
き
る
限
り
低
廉
な
も
の
と
す
る
と
と
も
に
、

利
用
者
の
利
便
性
を
勘
案
し
た
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
の
利
用
な
ど
幅
広
い
情
報
提
供
手
段
を
活
用
す
る
こ
と
。
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